
□

　大分類　Ｇ情報通信業

□

□

□ 　業績の安定性、信頼性等が優良又は優良であることが見込まれること

□ 　地域の特性に適合し、事業に関し環境の保全に必要な措置が講じられていること

□ 　国税、都道府県税及び市町村税又は特別区税を滞納していないこと

この枠内にすべてチェックがあれば、産業課へご相談ください。

指　定　企　業　要　件　チ　ェ　ッ　ク　票

□　中分類　09食料品製造業から32その他の製造業まで　

□　中分類　37通信業から41映像・音声・文字情報制作業まで

□　中分類　71学術・開発研究機関　

　新設する事業所の構造及び設備並びに事業内容が当該事業所に適用される法令等の規定
　に適合していること

　日本標準産業分類に掲げる産業のうち

　大分類　Ｅ製造業

　大分類　Ｌ学術研究、
　　　　　　　 専門、
               技術サービス業

税

法　令

※当てはまる欄にチェックしてください

　いずれかに該当あり

　事業用地が５００㎡以上

業　種

敷地面積

業　績

環　境

□

事業所
の設置

　いずれかに該当あり

□　町内に事業所を有しない企業が、所有権を有する土地に事業所を建設

□　町内に事業所を有しない企業が、借地権を有する土地に事業所を建設


